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第１章 計画策定にあたって 

第第第第１１１１節節節節    計画策定計画策定計画策定計画策定のののの背景背景背景背景    

① 国の森林・林業再生プラン 

国内における森林は生産時期を迎えつつあるのに対し、平成２１年の国産材供給量は、総需

要量に占める割合（木材自給率）が28．2％と低い状況です。 

また、森林保全においては無秩序な伐採、造林未済地の発生、里山林の放置や野生鳥獣によ

る森林被害が見受けられます。 

そして、林業においては、施業集約化や路網整備、機械化、木材の安定的な供給体制の整備

が不十分で、未利用間伐材等が大量に発生するなど、森林・林業を取り巻く情勢は厳しい状況

です。 

   そこで、国では平成２１年１２月に「森林・林業再生プラン」を策定し、１０年後の木材自

給率５０％以上を目指すべき姿として掲げられました。 

このプランでは、森林の有する多面的機能の発揮並びに先人たちが築き上げた森林資源を積

極的に活用し、効率的な森林施業と木材の安定供給および木材利用拡大に向けた体制の構築を

図ることとしています。 

 

森林森林森林森林・・・・林業再生林業再生林業再生林業再生プランプランプランプラン（（（（イメージイメージイメージイメージ図図図図））））

〈〈〈〈3333つのつのつのつの基本理念基本理念基本理念基本理念〉〉〉〉

▶ 森林の有する多面的機能の持続的発揮

▶ 林業・木材産業の地域資源創造型産業への再生

▶ 木材利用･ｴﾈﾙｷﾞｰ利用拡大による森林・林業の低炭素社会への貢献

〈〈〈〈目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿〉〉〉〉

10101010年後年後年後年後のののの

木材自給率木材自給率木材自給率木材自給率５０５０５０５０％％％％以上以上以上以上

低コスト路網

施業の集約化

等

国産材住宅
の推進

公共建築物等への
木材利用の促進

新規需要
の開拓

《《《《木材木材木材木材のののの安定供給体制安定供給体制安定供給体制安定供給体制をををを構築構築構築構築しししし、、、、儲儲儲儲かるかるかるかる林業林業林業林業をををを実現実現実現実現》》》》

日本型ﾌｫﾚｽﾀｰ

ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ

等

路網整備の徹底

今後今後今後今後１０１０１０１０年間年間年間年間ででででドイツドイツドイツドイツ並並並並みのみのみのみの路網密度路網密度路網密度路網密度をををを達成達成達成達成

施業可能な森林（人工林の2/3程度）について、
低コスト作業システムに必要な路網密度
（車両系：100m/ha、架線系：30～50m/ha）
を今後１０年間で確保

● 施業の集約化が促進（低コスト化）
● 搬出間伐へ転換（資源の有効利用）
● 国産材利用の課題解消（木材の安定供給）

国産材国産材国産材国産材のののの流通構造流通構造流通構造流通構造のののの改革改革改革改革

小規模小規模小規模小規模、、、、分散分散分散分散・・・・多段階多段階多段階多段階
↓

大規模大規模大規模大規模・・・・効率的効率的効率的効率的なななな国産材国産材国産材国産材のののの加工流通体制加工流通体制加工流通体制加工流通体制のののの整備整備整備整備

バイオマス
利用の促進

 
【資料】 林野庁「森林・林業再生プラン」 
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② 公共建築物等木材利用促進法 

戦後に植林された森林資源が利用可能な段階を迎えつつある一方、木材の利用は低調であり、

木材価格も低迷していることなどから、林業生産活動は停滞し、森林の有する多面的機能の低

下が懸念される状況となっています。 

そこで、国産材の需要を拡大し、林業の再生を通じた適正な森林整備を推進することにより、

森林の有する多面的機能の持続的な発揮や地域経済の活性化を図るため、平成２２年５月に「公

共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が制定されました。 

この法律では、潜在的な需要が期待できる公共建築物に重点を置いて、木材利用を促進する

こととされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料】 林野庁「平成 22 年度 森林・林業白書」平成 23 年 4 月 

● 公共建築物等における木材の利用の促進は、林業の再生や森林の
適正な整備、地球温暖化の防止等に貢献。

● 公共建築物は可能な限り木造化、木質化を図る考え方に転換。

公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律

公共建築物等における木材の利用の促進に関する基本方針
（農林水産大臣・国土交通大臣）

意義及び基本的方向

● 国が整備する低層の公共建築物は、原則としてすべて木造化。

● 低層、高層に関わらず、内装等の木質化、 備品や消耗品としての木材
の利用を促進、暖房器具等の木質バイオマス燃料の導入に努める。

国の目標

● 関係省庁等連絡会議を設置。

その他

木材利用促進のための支援措置の整備

法律による措置

公共建築物に適した木
材を 供給する た めの
「 木材製造高度化計
画」の農林水産大臣認
定を受けた企業等に対
し、林業・木材産業改
善資金の特例等を措置

○ 本法律の認定を受けて、
官庁営繕基準について
木造建築物に係る技術
基準を整備

整備後は地方公共団
体へ積極的に周知

木造技術基準の整備

○

○

品質・性能の確かな木材製
品を供給するための木材加
工施設等の整備への支援

設計上の工夫や効率的な木
材調達を通じた木造建築物
の整備への支援 等

予算による支援

○

○

公共建築物等における木材の利用の促進スキーム
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③ 新しい佐賀の森林づくりビジョン 

  佐賀県では、木材の生産はもとより、森林の有する水源涵養や二酸化炭素吸収など多面的

な機能を重視した森林づくりを進めるため、2050年を目標とした森林・林業・木材産業に

関する施策の方向を示す「新しい佐賀の森林
も り

づくりビジョン」を平成16年2月に策定されて

います。 

取り組み施策の一定の成果や課題が明らかになったことや、国が示した「森林・林業再生

プラン」を受けて、平成２４年３月に一部見直しが行われています。 

この計画では、森林を県民みんなの財産として活かすため、「山・川・海を守る多様な森

林づくりの環境を育む森林づくり」を推進し、多様な機能を将来にわたり発揮することとさ

れています。 

そして、森林の恩恵を受ける県民がそれぞれの役割を果たし、県民協働による森林づくり

を進めること等を目指すこととされています。 

「森林は私達みんなの財産」という基本理念のもと、今後の森林づくりのあり方
について、「環境を育む森林づくり」・「県民協働」・「森林資源の持続的利用」とい
う３つの基本方向で施策を展開します。

森林森林森林森林のののの姿姿姿姿はははは、「、「、「、「環境環境環境環境をををを育育育育むむむむ森林森林森林森林づくりづくりづくりづくり」」」」

森林の環境面での役割、水資源のかん養や県土の

保全などを重視した森林づくりを進めます。森林を

健全な姿で質を高めて次の世代へ引き継ぎます。

山・川・海を守る
多様な森林

うるおいとやすらぎの
里山・平坦地の緑

環境と調和した
木材生産の森林

森林組合
林業事業体

市町村・県など
公共団体

県民

森林所有者
バイオマスなど

森林資源の多角利用

木材需要拡大のため
普及啓発

公共事業への
木材利用

建築物の木造化・
内装の木質化

県民県民県民県民とととと森林森林森林森林とのとのとのとの関関関関わりわりわりわり方方方方はははは、、、、
「「「「県民協働県民協働県民協働県民協働」」」」

森林所有者だけでなく、県民、林業事業
体、公共団体がそれぞれの役割をはたす、
「県民協働」により森林をささえます。

森林資源森林資源森林資源森林資源のののの利用利用利用利用のありのありのありのあり方方方方はははは、、、、
「「「「森林資源森林資源森林資源森林資源のののの持続的利用持続的利用持続的利用持続的利用」」」」

適切な森林管理から生産される木材など
森林資源のあり方を明らかにし、その持続
的利用を推進します。

環境を育む
森林づくり

森林資源の持続的利用県民協働

 
 

【資料】 佐賀県「新しい佐賀の森林
も り

づくりビジョン（Ver.2）概要版」平成 24 年 9 月 
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第２節 佐賀市における計画策定の趣旨 

本市の森林面積は、17,858haで市の総面積の約42％を占めており、木材生産だけでなく、

水資源の涵養、地球温暖化の防止や国土の保全など、多くの公益的機能を有し、安全で快適な

市民生活を維持する上で貴重な「みどりの資源」となっています。 

 本市の森林面積の約8割がスギやヒノキなどの人工林であり、適切な管理が必要です。 

そして、長期間にわたる木材価格の低迷等により、森林所有者の林業への関心は低下し、間

伐等の十分な手入れが行き届かず、森林の持つ公益的機能を低下させ、市民生活に影響を及ぼ

すことが懸念されています。 

また、効率的な木材生産に対する取り組み、木材の流通・加工体制の整備や木材利用体制の

確保は不十分で、本市における森林・林業を取り巻く環境は厳しい状況となっています。 

このため、「佐賀市森林・林業再生計画」を策定し、適切な維持管理を行い、健全な森林に

育てていくとともに木材の安定供給体制の再構築と間伐材利用を促進し、佐賀市における森

林・林業の再生を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 計画の位置づけ 

本計画は、「第一次佐賀市総合計画」において、「佐賀の個性を生かした魅力ある地域産業

の実現」および「自然と調和した個性的な美しいまちの実現」に示されている施策に基づく計

画として位置付けています。また、他の関連計画との整合・連携を図りながら策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一次佐賀市総合計画第一次佐賀市総合計画第一次佐賀市総合計画第一次佐賀市総合計画（（（（平成平成平成平成 19191919～～～～26262626 年度年度年度年度））））    

““““人人人人とととと自然自然自然自然がががが織織織織りなすりなすりなすりなす「「「「やさしさとやさしさとやさしさとやさしさと活力活力活力活力にあふれるまちにあふれるまちにあふれるまちにあふれるまち    さがさがさがさが」」」」””””    

他の関連計画 

・佐賀市森林整備計画 

・その他 

整合・ 

連携 佐賀市森林・林業再生計画 

整合・活用 

国・県の施策 

 佐賀市の森林は、伐採適齢期にあるにも関わらず、様々な要因により森林整備

が遅れ、公益的機能低下や木材利用が進んでいない現状にある。 

 

    現状における課題・問題等を解決し、健全な森林保育を行い、本市における木材

の安定供給体制の再構築と間伐材利用を促進させ、森林・林業の再生を目指す。 

 森林・林業の再生を具現化するため、地域の現状を踏まえながら、本市における

「森林・林業再生」のための実行計画書を作成する。    
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第４節 計画の期間 

 この計画は、平成２５年度を初年度とし、平成３４年度を目標年度とする10カ年計画です。

なお、社会情勢の変化や林家等の意向などに的確に対応するため、計画策定から５年経過する平

成２９年度に見直しを行うこととします。 

 

第５節 計画策定にあたっての検討内容 

本計画では、本市における森林整備の基本方針や森林施業の推進方法（主伐・間伐等）に関す

る計画書である「佐賀市森林整備計画」に準じ、適正な森林を維持するために欠かせない森林施

業や木材の利用拡大について検討しました。 

また、計画の策定にあたっては、「森林環境の保全」と「森林・林業の再生」に分けて整理し、

「森林・林業の再生」については、木材の「供給」、「流通・加工」、「消費」の３つに区分し、

それぞれの取り組みについて現状を調査し、課題・ニーズを抽出し、今後の方向性について検討

しました。 

    ■■■■    森林環境森林環境森林環境森林環境のののの保全保全保全保全    

森林森林森林森林環境環境環境環境のののの保全保全保全保全にににに関関関関するするするする検討内容検討内容検討内容検討内容 

◎ 森林の持つ公益的機能や災害防止等の維持増進について 

 

◎ 荒廃した竹林の整備とその利活用について 

 

◎ 森林における癒し効果等の新たな魅力づくりについて 

 

◎ 里山や中山間地域の活性化や森林ボランティアなどの協働活動の 

取り組みについて 

 

■■■■    森林森林森林森林・・・・林業林業林業林業のののの再生再生再生再生 

木材木材木材木材をををを供給供給供給供給（（（（素材生産素材生産素材生産素材生産））））するするするするためのためのためのための検討内容検討内容検討内容検討内容    

◎ 間伐施業の集約化（団地化）の促進および作業道などの路網整備 

の加速化について 

 

◎ 高性能林業機械の導入による搬出間伐時の作業労力の軽減とコス 

ト削減について 

 

◎ 効率的な施業体系を確立するための新たな森林施業への積極的な 

取り組みについて 
※ 森林施業とは、目的とする森林を育成するために行う造林、保育、伐採等の一連の森林に対する人為的

行為を実施すること。 
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木材木材木材木材をををを流通流通流通流通・・・・加工加工加工加工すすすするるるるためのためのためのための検討内容検討内容検討内容検討内容    

◎ 木材の供給量および需要量、需要ニーズに応じた流通、製材、加 

工体制の強化について 

 

◎ 森林組合の既存施設の集約化による効率化とコストの削減効果に 

ついて 

 

◎ 木材の付加価値を向上させるため、ニーズに合わせた建築材や杭 

木などのＡ材、Ｂ材の増産について 

 

◎ 大曲がり材や端材などのＣ材、Ｄ材の未利用材を燃料や製紙用の 

原料等としての加工・処理について 

 

 

木材木材木材木材をををを消費消費消費消費するするするするためのためのためのための検討内容検討内容検討内容検討内容    

◎ 搬出間伐への転換による木材の供給に合わせた、安定的な需要の 

確保について 

 

◎ 市産材の消費拡大を推進し、新規需要の拡大と販路の確保・開拓 

の推進について 

 

◎ 市の公共建築物の木造化や公共事業での木材利用促進について 

 

◎ 燃料や製紙用の原料等としてのバイオマス利用の新規需要の開拓 

について 

 

 


